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百
六
十
万
円
が
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
と

し
て
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
直
接
学
校
が
給
食
費
の
徴
収

に
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
未

納
増
加
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

学
校
と
協
力
し
て
新
入
学
生
を
対
象
と

し
た
未
納
防
止
の
指
導
が
今
後
の
課
題

で
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

十
一
月
十
日
　
千
葉
県
柏
市

　

柏
市
は
高
度
経
済
成
長
期
に
東
京
の

ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
急
激
に
人
口
が

増
加
し
た
ま
ち
で
あ
り
、
今
後
、
後
期

高
齢
者
の
増
加
が
急
速
に
進
行
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
九
年
に
日
本
住
宅
公
団
（
現

Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
）
が
整
備
し
た
豊
四
季

台
団
地
に
は
、
団
塊
の
世
代
を
中
心
に

現
在
約
六
千
人
が
居
住
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
豊
四
季
台
団
地
の
再
生
を
超
高
齢

化
社
会
の
モ
デ
ル
と
す
る
べ
く
、
柏
市
、

東
京
大
学
、
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
の
三
者
が

協
定
を
結
び
、「
い
つ
ま
で
も
在
宅
で
安

心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち
（
在
宅
医
療

の
普
及
）」、「
い
つ
ま
で
も
元
気
で
活
躍

で
き
る
ま
ち
（
高
齢
者
の
生
き
が
い
就

労
の
創
成
）」
を
二
本
柱
と
し
て
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
具
現
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

団
地
中
央
部
に
整
備
さ
れ
た
「
柏
地

域
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー
」
は
、
市
の
医

師
会
、
歯
科
医
師
会
、
薬
剤
師
会
が
共

同
で
建
設
し
て
市
に
寄
贈
さ
れ
た
施
設

で
、
柏
市
に
お
け
る
地
域
医
療
連
携
推

進
の
中
核
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
よ
る
成
果

と
し
て
、
在
宅
医
療
研
修
の
修
了
者
は

三
百
人
、
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
は
十

五
カ
所
か
ら
二
十
七
カ
所
に
、
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
十
二
カ
所
か
ら
二

十
三
カ
所
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
介
護

保
険
の
運
営
主
体
で
あ
る
市
が
医
師
会

と
連
携
し
て
呼
び
か
け
を
行
う
こ
と
で
、

全
て
の
多
職
種
団
体
を
網
羅
し
、
連
携

の
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
の
こ
と
で
す
。

十
一
月
十
一
日
　
東
京
都
荒
川
区

　

荒
川
区
で
は
、
平
成
二
十
七
年
に
策

定
し
た
第
六
期
荒
川
区
高
齢
者
プ
ラ
ン

の
基
本
方
針
の
一
つ
に
「
自
立
を
支
え

る
地
域
ぐ
る
み
の
支
援
」
を
掲
げ
、「
高

齢
者
み
ま
も
り
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
運
営
事

業
」、「
高
齢
者
み
ま
も
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業
」
を
重
点
事
業
に
位
置
づ
け
て

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

区
内
に
八
カ
所
あ
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
、
地
域
み
ま
も
り
活
動
の

拠
点
と
し
て
「
高
齢
者
み
ま
も
り
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
を
併
設
。
社
会
福
祉
士
等
の

資
格
を
も
つ
専
任
職
員
を
二
名
配
置
し

て
、
み
ま
も
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

の
推
進
や
相
談
、
情
報
提
供
活
動
、
協

力
団
体
と
の
調
整
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

な
ど
の
業
務
を
区
の
委
託
事
業
と
し
て

行
っ
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
民

生
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
警
察
・

消
防
、
町
会
・
自
治
会
に
よ
る
活
動
の

ほ
か
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
「
配
食
見

守
り
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
の
各
種
見
守
り

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

み
ま
も
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
の
対

象
と
な
る
の
は
、
原
則
七
十
五
歳
以
上

の
方
で
、
事
前
に
登
録
申
請
を
さ
れ
た

方
と
な
り
ま
す
。
申
請
者
は
み
ま
も
り

名
簿
に
登
録
さ
れ
、
日
常
の
安
否
確
認

な
ど
の
ほ
か
、
災
害
時
に
は
要
援
護
者

名
簿
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。
登
録
者

数
は
平
成
二
十
七
年
二
月
現
在
で
約
四

千
八
百
人
で
あ
り
、
み
ま
も
り
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
は
積
極
的
に
町
会
・
自
治
会

の
会
合
な
ど
に
顔
を
出
し
て
周
知
活
動

に
努
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。

十
一
月
十
一
日
　
参
議
院
議
員
会
館

　

現
在
、
国
で
進
め
ら
れ
て
い
る
日
本

版
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
（
高
齢
者
の
地
方
移
住
政

策
）
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
本
部
審
議
官
よ
り
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

　

Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
は
、
健
康
時
か
ら
介
護

時
ま
で
継
続
的
に
ケ
ア
を
提
供
す
る
高

齢
者
施
設
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
普
及

し
て
い
る
制
度
で
す
。
今
後
、
日
本
に

お
い
て
は
団
塊
世
代
の
高
齢
化
が
進
み
、

特
に
人
口
が
集
中
す
る
東
京
圏
で
は
七

十
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
人
口
が
二

〇
二
五
年
ま
で
の
十
年
間
で
約
百
七
十

五
万
人
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お

り
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
皿

不
足
が
深
刻
な
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、

東
京
圏
を
中
心
と
す
る
高
齢
者
の
希
望

に
応
じ
て
地
方
な
ど
へ
の
移
住
を
促
進

さ
せ
る
と
い
う
政
策
で
す
。
政
府
で
は

●
長
寿
社
会
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て

●
長
寿
社
会
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て

●
高
齢
者
の
地
方
移
住
政
策
に
つ
い
て

▲豊四季台団地の取り組みの説明を受ける委員（柏市）
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地
方
創
生
の
観
点
か
ら
、
こ
の
日
本
版

Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
」
構

想
と
し
て
推
進
す
る
た
め
、
来
年
度
か

ら
創
設
す
る
新
型
交
付
金
と
あ
わ
せ
て

制
度
化
す
る
方
針
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
東
京
圏
の
高
齢

者
を
地
方
へ
大
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
医
療
や
介
護
が
必
要
と

な
る
前
に
希
望
に
応
じ
て
地
方
や
ま
ち

な
か
へ
の
移
住
を
促
進
さ
せ
、
働
き
手

や
地
域
の
一
員
と
し
て
生
き
が
い
を
感

じ
な
が
ら
活
躍
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
、

地
域
に
オ
ー
プ
ン
な
多
世
代
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と

の
こ
と
で
し
た
。

十
一
月
十
八
日
　
京
都
府
福
知
山
市

　

福
知
山
市
で
は
、
平
成
二
十
四
年
十

二
月
定
例
会
で
議
会
基
本
条
例
を
制
定

し
て
い
ま
す
。

　

制
定
後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
情
報

公
開
の
推
進
、
市
民
参
加
の
推
進
、
議

会
の
機
能
強
化
を
柱
と
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。
議
会
改
革
検
討
会
議
を
平

成
二
十
五
年
五
月
に
設
置
し
、
継
続
的

に
議
会
の
活
性
化
の
取
り
組
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
会
議
の
主
な
取
り
組
み
と

し
て
は
、
条
例
改
正
の
作
成
、
常
任
委

員
会
の
あ
り
方
を
検
討
し
名
称
と
所
管

事
項
の
再
編
、
自
由
討
議
を
実
施
す
る

た
め
の
要
領
を
作
成
、
災
害
発
生
時
の

議
会
対
応
要
領
の
作
成
を
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
に
お
け
る
役
職
選
出
に

つ
い
て
は
議
長
及
び
副
議
長
、
各
委
員

会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
、
議
会
選

出
の
監
査
委
員
を
立
候
補
制
と
し
、
所

信
表
明
を
行
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

公
開
の
原
則
と
し
て
は
、
平
成
二
十

五
年
十
月
か
ら
予
算
、
決
算
審
査
委
員

会
、
常
任
委
員
会
、
請
願
審
査
、
所
信

表
明
会
の
ラ
イ
ブ
中
継
、
録
画
配
信
を

行
っ
て
い
ま
す
。
議
案
賛
否
の
公
表
と

し
て
は
、
議
員
別
議
案
賛
否
一
覧
表
を

賛
否
が
分
か
れ
た
議
案
の
み
議
会
だ
よ

り
と
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
反
問
権
に
つ
い
て
は
、
質
問

内
容
の
確
認
の
み
で
、
実
際
に
使
わ
れ

た
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

十
一
月
十
九
日
　
京
都
府
綾
部
市

　

綾
部
市
で
は
、
一
般
質
問
は
質
問
時

間
を
三
十
分
以
内
と
し
、
一
問
一
答
制

を
導
入
し
て
「
一
問
一
答
」
か
「
一
回

目
一
括
、
二
回
目
以
降
一
問
一
答
」
の

選
択
制
と
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
議

員
が
一
問
一
答
制
で
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。
常
任
委
員
会
は
、
総
務
教

育
建
設
常
任
委
員
会
、
産
業
厚
生
環
境

常
任
委
員
会
に
加
え
、
議
員
全
員
に
よ

る
予
算
決
算
委
員
会
も
常
任
委
員
会
と

し
て
三
委
員
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
予
算
と
決
算
の
審
査
は
、
全
員
審
査

方
式
で
分
科
会
方
式
を
と
っ
て
い
な
い

と
の
こ
と
で
し
た
。

　

議
会
報
告
会
は
、
平
成
二
十
三
年
度

か
ら
自
治
会
連
合
会
単
位
の
十
二
カ
所

で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
七

年
度
は
二
百
十
六
人
の
参
加
が
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。

　

反
問
権
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四

年
十
月
に
一
部
改
正
を
行
い
、「
市
長
は
、

本
会
議
及
び
委
員
会
に
お
い
て
、
論
点

を
明
確
化
し
論
議
を
深
め
る
目
的
で
、

議
長
又
は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、
議

員
の
質
問
に
対
し
て
反
問
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

実
績
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十

二
月
定
例
会
の
一
般
質
問
な
ど
で
三
回
、

市
長
が
反
問
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

十
一
月
二
十
日
　
奈
良
県
奈
良
市

　

奈
良
市
で
は
、
一
般
質
問
は
、
一
問

一
答
制
を
平
成
二
十
五
年
六
月
定
例
会

か
ら
導
入
し
、「
一
括
質
問
一
括
答
弁
」

と
「
一
問
一
答
」
の
選
択
制
と
し
て
い

ま
す
。

　

常
任
委
員
会
は
、
総
務
委
員
会
、
観

光
文
教
委
員
会
、
厚
生
消
防
委
員
会
、

市
民
環
境
委
員
会
、
建
設
企
業
委
員
会

及
び
予
算
決
算
委
員
会
の
六
委
員
会
で

議

会

運

営

委

員

会

●
議
会
運
営
及
び
議
会
活
性
化
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

●
議
会
運
営
及
び
議
会
活
性
化
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

●
議
会
運
営
及
び
議
会
活
性
化
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

▲議会運営・活性化について説明を受ける委員（福知山市）
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構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
予
算
決
算
委
員

会
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
定
例
会
か

ら
常
任
委
員
会
と
し
分
科
会
方
式
を
採

用
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。　
　

　

議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
五
年
三
月
定
例
会
で
制
定
し
て
い

ま
す
。

　

議
会
報
告
会
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
六
年
五
月
に
初
め
て
議
会
報
告
会
を

実
施
し
、
平
成
二
十
七
年
は
五
月
に
行

い
、
約
六
十
名
の
参
加
が
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
、
今
後
の
実
施
に
つ
い
て
検
証

を
行
う
と
の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
五
年
六
月
定
例
会

か
ら
正
副
議
長
選
挙
に
お
い
て
立
候
補

制
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

反
問
権
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
は
平

成
二
十
五
年
四
月
か
ら
、
本
会
議
は
平

成
二
十
五
年
六
月
か
ら
試
行
実
施
さ
れ
、

現
在
ま
で
実
例
は
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

　

情
報
通
信
機
器
の
議
場
や
委
員
会
室

へ
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
四
年
十
二
月
定
例
会
か
ら
試
行
し
、

現
在
も
試
行
中
で
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。　

平
成
二
十
八
年
三
月

　
　
　定
例
会
の
概
要

　平
成
二
十
八
年
三
月
定
例
会
は
、三
月
二
日
に
開
会
し
、二
十

三
日
ま
で
二
十
二
日
間
の
会
期
で
開
き
ま
し
た
。

定
例
会
初
日
の
二
日
に
は
、市
長
の
施
政
方
針
説
明
、市
長
か

ら
提
出
さ
れ
た
議
案
の
上
程
、説
明
が
行
わ
れ
た
後
、各
委
員

長
が
行
政
調
査
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　四
日
か
ら
九
日
に
は
、十
二
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
、

九
日
の
一
般
質
問
終
了
後
に
は
市
長
提
出
の
議
案
に
対
す
る
質

疑
を
行
っ
た
後
、各
議
案
を
委
員
会
へ
付
託
し
ま
し
た
。

　十
日
、十
一
日
、十
四
日
及
び
十
六
日
に
は
、各
常
任
委
員
会

及
び
予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
開
き
、付
託
さ
れ
た
議
案
の

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　最
終
日
の
二
十
三
日
に
は
、各
常
任
委
員
長
、予
算
審
査
特

別
委
員
長
の
委
員
会
審
査
結
果
報
告
を
受
け
、各
委
員
長
報

告
に
対
す
る
質
疑
、討
論
、採
決
を
行
い
ま
し
た
。

　平
成
二
十
八
年
度
島
原
市
一
般
会
計
予
算
で
は
、本
市
の
厳

し
い
財
政
状
況
の
中
、行
財
政
の
見
直
し
と
経
費
削
減
を
行
う

必
要
が
あ
る
た
め
、島
原
城
の
菖
蒲
園
や
グ
ル
メ
グ
ラ
ン
プ
リ
事

業
な
ど
、総
額
八
百
十
五
万
円
を
減
額
す
る
修
正
動
議
が
提
出

さ
れ
可
決
し
ま
し
た
。

　市
長
提
出
の
議
案
は
二
十
三
議
案
を
可
決
、一
議
案
を
修
正

可
決
し
、固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は
、本
多

善
一
郎
氏
、本
田
裕
章
氏
、菅
崎
盛
秋
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
同
意
し
ま

し
た
。ま
た
、委
員
会
提
出
議
案
の「
島
原
市
議
会
会
議
規
則

の一
部
を
改
正
す
る
規
則
」「
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
整

備
を
求
め
る
意
見
書
」を
可
決
し
、閉
会
し
ま
し
た
。

会
期
日
程

三
月

　
　
　

二
日
㈬

　三
日
㈭

　
　四
日
㈮

　
　五
日
㈯

　
　六
日
㈰

　
　七
日
㈪

　
　八
日
㈫

　
　九
日
㈬　

　

十
日
㈭

　十
一
日
㈮

　十
二
日
㈯

　十
三
日
㈰

　十
四
日
㈪

　十
五
日
㈫

　十
六
日
㈬

　

十
七
日
㈭

　十
八
日
㈮

　十
九
日
㈯

　二
十
日
㈰

  

二
十
一
日
㈪

二
十
二
日
㈫

二
十
三
日
㈬

本
会
議

　議
案
上
程
、
説
明

休

　会 

　議
案
調
査

本
会
議 

　一
般
質
問
（
四
名
）

休

　会

休

　会

本
会
議

　一
般
質
問
（
三
名
）

本
会
議

　一
般
質
問
（
三
名
）

本
会
議

　一
般
質
問
（
二
名
）
、
議
案
質
疑
、

　
　
　
　委
員
会
付
託

委
員
会

　付
託
案
件
審
査
（
総
務
委
員
会
）

委
員
会

　付
託
案
件
審
査
（
産
業
建
設
委
員
会
）

休

　会  

休

　会

　

委
員
会

　付
託
案
件
審
査
（
教
育
厚
生
委
員
会
）

休

　会

　議
事
整
理

委
員
会

　付
託
案
件
審
査

　
　
　
　（
予
算
審
査
特
別
委
員
会
）

休

　会

　議
事
整
理

休

　会

　議
事
整
理

休

　会

休

　会

休

　会

休

　会

　議
事
整
理

本
会
議

　委
員
会
審
査
報
告
、
議
案
上
程
、

　
　
　
　説
明
、
質
疑
、
表
決


